
令和 2 年 4 月 10 日(金) 

保護者様 

高知市立横浜小学校 

校長 唐岩 隆之 

臨時休業における給食及び「児童の居場所」について 

 

平素は横浜小学校の教育にご理解・ご支援をいただきありがとうございます。 

さて、先日お知らせしたように、4 月 13 日(月)から臨時休業となります。詳細は次の

通りとなりますので、確認をお願いします。 

なお、臨時休業中の児童玄関の開錠は午前 8 時 15 分になりますので、それにあわ

せて登校をお願いします。登校する場合は、必ず家庭で検温をしてください。また、

発熱、風邪などの症状がみられる場合は、登校を控え家庭で休養してください。登校

する際は全員マスク着用でお願いします。手に入らない方は、ハンカチで代用します

ので、必ず持たせてください。 

 

１．登校日について 

  4 月 10 日(金)付の高知市教育長からの文書の通り登校日は行わなくなりました。 

 

２．給食について 

 (１) 給食の配膳は学校のエプロンを使用しません。給食を食べる児童は全員エプ

ロン・三角巾・マスク持参でお願いします。また、食べる際は感染予防のため

グループや向かい合うなどの食べ方はしません。 

 (２) 給食のみ食べる場合、11 時 45 分までに登校し、ランチルームに来てくださ

い。欠席する場合は連絡をお願いします。 

 (３) 登校日のみ給食を希望していたご家庭には、本日 500 円を返金します。 

児童に渡していますのでご確認ください。 

 

３．「児童の居場所」について 

(１) 「児童の居場所」に参加する場合は、必ず感染予防のため、マスク着用でお

願いします。開設時間は午前 8 時３０分～午後２時までとします。遅れてくる

場合や、早く下校する場合は保護者の方に送迎をお願いします。 

(２) 教科書を使った授業は行わず、自習体制となります。主に前年度の学年で学

習した内容の復習をします。 

 (３) 参加希望日に登校しない場合は、必ず学校に連絡をお願いします。 

(４) 持参物は、筆記用具、宿題、図書の本、水筒（お茶または水等【ジュースは

不可】）色鉛筆、自由帳とします。また、給食を食べる児童はエプロン、三角

巾、マスクも持たせてください。 

(５)安全に登校できるものであれば、ランドセルでなくても構いません。 



４．その他 

 (１) 先に連絡した通り家庭訪問は中止で、希望者は学校での懇談を実施すること

にしていましたが、現在の状態から延期とします。希望されていた方には、学

校再開後改めて日時をお知らせします。 

(２)  4 月 7 日(火)付の文章で連絡した通り、25 日(土)の参観日、PTA 総会は延期

です。また、運動会など１学期の大きな学校行事についても再検討し、後日連

絡します。 

(３)  臨時休業の期間が延びる可能性もありますので、今後緊急メールと学校のホ

ームページで随時情報発信します。ご注視ください。 

  

現在 4 月 8 日(水)より事態は悪化していますので、高知市教育長からの文書の通

り、対応の変更をします。「児童の居場所」・「給食」につきましては、家庭でやむ

を得ない特別な事情がある場合に限り参加させてください。申し込みの変更につき

ましては、4 月 13 日(月)15 時までに電話(088-842-2858)にて受け付けますので、

学校までご連絡ください。給食の申し込みを取り消した場合は、全額を学校が再開

した際に返金いたします。 


